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第４５号議案 

 

   草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 草加市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子    
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提  案  理  由 
                

                

 地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税の特定親族特別控除の創設、市たばこ税の加

熱式たばこの課税方式の見直し等を行う必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市税条例の一部を改正する条例 

 

 草加市税条例（昭和２９年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条中「草加市公告式条例」を「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を草加市公

告式条例」に、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子

計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

ってする」に改める。 

 第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）」を「施行規則」に改める。 

 第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改め

る。 

 第３６条の２第１項ただし書中「若しくは同条第４項」を「、法第３１４条の２第４

項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１

項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３

の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）」を加える。 

 第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職手当等に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限

る。）」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 附則第２６条の２の次に次の１条を加える。 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第２６条の３ 令和８年４月１日以後に第９６条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売

渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ

（第９６条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９７条の２の規定により製造た

ばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）に係る第９８条第１項の

製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる
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区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第９６条第１号アに

掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によるものと

する。 

⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料の全

部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に

規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限

る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附則第８条の４の

３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同

じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該

加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあっては、当

該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グラム

をもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごと

の１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品

目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受けるもの

及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの

１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号

に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により

行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．１グラ

ム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９７条の２の規定により製造たばことみなさ

れるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適

用しない。 

⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９７条の２の規定により製造たばことみ

なされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条の規定に
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より製造たばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目

のもの 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 附則第２６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 令和８年

４月１日 

⑵ 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改

正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日 

 （公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の草加市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の規

定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日

前にした公示送達については、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の

規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第１

項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条

の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，０００円以下であ

るものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とす

る。 

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の２第１項ただし書に規定する給与に

ついて提出する新条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書につい

て適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の草加市税条例（以下

「旧条例」という。）第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出した
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旧条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書については、なお従前

の例による。 

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２

０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」と

いう。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書につい

て適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条

の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課し

た、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第２６条の３第１項に規定する

加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前

の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、草加市税条例第９６条の２第１項

の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条

例第９８条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第２６条の３の

規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

⑴ 草加市税条例第９８条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第２

６条の３第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に０．

５を乗じて計算した製造たばこの本数 

⑵ 新条例附則第２６条の３の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．５を乗じ

て計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切

り捨てるものとする。 
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市税条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

 （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、草加市公告式

条例（昭和３９年条例第２０号）第２条第２項に規定する掲示場

に掲示して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に

規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合にお

いてその旨とする。 

 （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同

条第２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）

を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるととも

に、公示事項が記載された書面を草加市公告式条例（昭和３９年

条例第２０号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示し、又は公

示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

ってするものとする。 

（納税証明事項） 

第１８条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は、道路

運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定

する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その

他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合において

その旨とする。 
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（所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額を、前年の合計所得金額が２５，０００，０００円以

下である所得割の納税義務者については、同条第２項、第６項及

び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の

所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。 

（市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前

年の合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限

（所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶

養控除額又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が２

５，０００，０００円以下である所得割の納税義務者については、

同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれ

ぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得

金額又は山林所得金額から控除する。 

（市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前

年の合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限
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る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０００円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに

係るものを除く。）若しくは同条第４項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

３４条の７の規定により控除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするものを

除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第

２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につい

ては、この限りでない。 

 

 

 

 

２ 条文略 

～   ～  

９ 条文略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 扶養親族の氏名 

る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０００円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに

係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項に規定する扶養控

除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２

号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及

び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除

く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除

額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若し

くは第３４条の７の規定により控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規

則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）に

ついては、この限りでない。 

２ 条文略 

～   ～  

９ 条文略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 条文略 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 
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⑷ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

６ 条文略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項におい

て同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５

０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得

税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下

この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金

等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 

⑷ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

６ 条文略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項におい

て同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５

０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは

特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得

金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有する者（以

下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条

において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年

金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払
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⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 扶養親族の氏名 

⑷ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 

附 則 

第２６条の２ 条文略 

 

 

 

 

 

者を経由して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 条文略 

⑵ 条文略 

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

⑷ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

５ 条文略 

 

附 則 

第２６条の２ 条文略 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第２６条の３ 令和８年４月１日以後に第９６条の２第１項の売

渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売

渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第９６条第１号オ

に掲げる加熱式たばこをいい、第９７条の２の規定により製造た

ばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）に係

る第９８条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にか

かわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める方法により換算した紙巻たばこ（第９６条第１号アに掲げ

る紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本

数によるものとする。 

⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこを

いう。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類

する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の
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全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に規

定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供

されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルター

その他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る

部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）

の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。

ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラ

ム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもっ

て紙巻たばこの１本に換算する方法 

⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこ

の重量の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方

法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品

目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の

規定の適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用

を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を

乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計

重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの重量に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を

切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９７条の２の規定によ
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り製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるも

のについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供

されるもの 

⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９７条の２の規定に

より製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用

に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目の 

     もの 
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第４６号議案 

 

草加市土砂等の堆積の規制に関する条例を廃止する条例の制定について 

 

 草加市土砂等の堆積の規制に関する条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、本市の全区域が宅地造成等工事規制区域に指

定され、同法の規制が適用されることに伴い、草加市土砂等の堆積の規制に関する条例を

廃止する必要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市土砂等の堆積の規制に関する条例を廃止する条例 

 

草加市土砂等の堆積の規制に関する条例（平成２５年条例第１０号）は、廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に廃止前の草加市土砂等の堆積の規制に関する条例（以

下「旧条例」という。）第６条第１項の許可を受けている者（この条例の施行の日前

に同条第２項第２号から第４号まで、第６号、第７号、第９号及び第１０号に掲げる

事項の変更がある場合にあっては旧条例第９条第１項の許可（以下この条において

「変更許可」という。）を受けている者に限る。以下この条において「許可事業者」

という。）に係る旧条例第８条、第９条（旧条例第６条第２項第２号、第６号及び第

７号に掲げる事項の変更に係るものを除く。）、第１０条から第１６条まで、第１７

条第１項、第１９条及び第２０条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、なお従前の例による。 

⑴ 許可事業者が許可（変更許可を受けた場合にあっては、当該変更許可。以下この

条において同じ。）を受けた日から当該許可に係る土砂等の堆積を行う期間が満了

する日までの間に旧条例第１７条第１項の規定による命令を受けた場合 当該土砂

等の堆積を行う期間が満了する日又は当該命令に係る事由が消滅する日のいずれか

遅い日 

⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 許可事業者の許可に係る土砂等の堆積を行う期間

が満了する日 

第３条 この条例の施行前に旧条例第１７条第２項の規定による命令を受けた者に係る旧

条例第１９条の規定による報告又は資料の提出及び旧条例第２０条第１項の規定によ

る立入検査については、当該命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例

による。 

第４条 この条例の施行前にした行為並びに附則第２条及び前条の規定によりなお従前の

例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用
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については、なお従前の例による。 
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第４７号議案 

 

   財産の取得について 

 

 次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 取 得 財 産  ＬＥＤ照明器具 

２ 取 得 価 格  １０５，７４７，８７４円 

           うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                  ９，６１３，４４３円 

３ 契約の相手方  埼玉県草加市金明町７３４番地３アンザイビル２階 

          株式会社進誠 草加営業所 

           所長 坂 田 将 大 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 二酸化炭素排出量の削減を図るため、公共施設において使用するＬＥＤ照明器具を購入

する必要を認めた。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

入  札  結  果  表 

 

件   名  公共施設照明の一括ＬＥＤ化推進事業 

公告年月日  令和７年４月１０日 

入 札 日 時  令和７年５月１５日 午前１０時 

                                （単位 円） 

入 札 業 者 名 第１回 備考 

株式会社大広電気 草加支店 350,000,000  

有限会社高橋電気 293,104,000  

株式会社進誠 草加営業所 270,000,000 落札 

東武電設株式会社 － 辞退 

落札額のうち、取得財産に係る額 ９６，１３４，４３１円 
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第４８号議案 

 

   財産の取得について 

 

 次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 取 得 財 産  情報教育用機器 

２ 取 得 価 格  ７０，７２１，６４０円 

           うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                  ６，４２９，２４０円 

３ 契約の相手方  東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 

          富士電機ＩＴソリューション株式会社 

           代表取締役 及 川  弘 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 市内中学校のＩＣＴ環境の充実を図るため、情報教育用機器を購入する必要を認めた。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

見  積  結  果  表 

 

品   名  情報教育用機器 

見 積 日  令和７年５月１４日 

                                  （単位 円） 

見 積 業 者 名 見 積 金 額 

富士電機ＩＴソリューション株式会社 64,292,400 
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第４９号議案 

 

   訴えの提起について 

 

 次のとおり大阪地方裁判所に訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 相手方 

  奈良県○○○○○○○○○○○○○○○ 

  ○ ○ ○ ○ 

２ 事件の概要 

  特別徴収に係る市民税及び県民税を滞納している法人について、草加市が国税徴収法

に基づき当該滞納法人が第三債務者に対して有する売掛金支払請求権を差し押さえた

ところ、相手方が当該売掛金支払請求権は自己に帰属する旨を主張したため、第三債

務者は、債権者不確知を理由に当該売掛金及びこれに係る遅延損害金を大阪法務局に

弁済供託した。 

  そこで、草加市は、被供託者である当該滞納法人が有する供託金の還付請求権につい

て、国税徴収法に基づく差押えを執行し、取立権を取得した。 

３ 請求の趣旨 

 ⑴ 原告と被告との間において、大阪法務局令和６年度金第８２５６号の供託金２３８

万６５７６円につき、原告が還付請求権の取立権を有することを確認する。 

 ⑵ 訴訟費用は被告の負担とする。 

  との判決を求める。 

４ 訴訟遂行の方針 

  本件訴えの提起後において、その目的達成に特に必要がある場合には、訴え又は当事

者の追加又は変更、上訴その他必要な措置を行うことができるものとする。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 特別徴収に係る市民税及び県民税の滞納金の徴収に当たり、草加市が供託金還付請求権

の取立権を有することの確認を求めるため、訴えを提起する必要を認めた。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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第５０号議案 

 

   訴えの提起について 

 

 次のとおりさいたま地方裁判所に訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 相手方 

 ⑴ 八潮市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ○ ○ ○ ○ 

 ⑵ 草加市○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ○ ○ ○ ○ 

 ⑶ 東京都葛飾区西水元二丁目１２番３号 

   株式会社ＭＩＳ 

    代表取締役 町 野 光 明 

２ 事件の概要 

株式会社ＭＩＳが障害児通所給付費及び移動支援給付費を不正受給したことについ

て、当該法人の代表取締役及び会計担当者が詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けた。 

草加市は、当該法人らに不正受給分の返還請求を行い、一部につき納入されたが、

被害額全額の返還がなされていない。 

３ 請求の趣旨 

⑴ 被告○○○○及び被告○○○○は、原告に対し、連帯して、金２１６８万７９２

３円（うち金８９６万７７９７円については被告株式会社ＭＩＳと連帯して）及び

これに対する支払済まで年３分の割合による金員を支払え。 

⑵ 被告株式会社ＭＩＳは、原告に対し、被告○○○○及び被告○○○○と連帯して、

金８９６万７７９７円及びこれに対する支払済まで年３分の割合による金員を支払

え。 

⑶ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

  との判決及び仮執行宣言を求める。 

４ 訴訟遂行の方針 
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本件訴えの提起後において、その目的達成に特に必要がある場合には、訴え又は当

事者の追加又は変更、上訴その他必要な措置を行うことができるものとする。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 不正受給された障害児通所給付費及び移動支援給付費に係る返還金等の請求について、

訴えを提起する必要を認めた。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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第５１号議案 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市が管理する施設（道路）管理の瑕疵に起因する事故について、損害賠償の額を次

のとおり定めたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号

の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 損害賠償の額  １，２００，０００円 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  草加市○○○○○○○○○○ 

  氏 名  ○ ○ ○ ○ 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和７年２月８日午前１１時２５分頃、草加市八幡町６２９番地１０地先において、○

○○○氏所有の自動車が市道２０３５４号線を走行していたところ、舗装の沈下により

段差が発生していた路肩の集水桝に接触し、車両を損傷した。 

 同氏からの損害賠償請求に対し、賠償する必要を認めた。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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第５２号議案 

 

   不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて 

 

 冨永大右氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したいので、草加市政におけ

る公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第３条第３項の規定に

より、議会の同意を求める。 

 

 住  所  越谷市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    冨
とみ

 永
なが

 大
だい

 右
すけ

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 不当要求行為等・公益通報委員会委員冨永大右氏は、令和７年６月３０日をもって任期

満了となるので、引き続き同氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したく、草

加市政における公正な職務執行の確保に関する条例第３条第３項の規定により、議会の同

意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  越谷市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

氏  名  冨 永 大 右 

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳）  

学  歴  平成２２年 ３月  法政大学法科大学院修了 

職 歴 等    平成２３年１１月  司法修習生採用 

      平成２４年１２月  司法修習生修習終了 

      平成２５年 ２月  弁護士登録 

      平成２５年 ２月  とみなが総合法律事務所設立 

      平成２９年 ６月  とみなが総合法律事務所から東埼玉法律事務所に名称

                変更、現在に至る。 

      令和 ５年 ７月  草加市不当要求行為等・公益通報委員会委員に就任、 

                現在に至る。 
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第５３号議案 

 

   不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて 

 

 内田一郎氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したいので、草加市政におけ

る公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第３条第３項の規定に

より、議会の同意を求める。 

 

 住  所  草加市○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    内
うち

 田
だ

 一
いち

 郎
ろう

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○○日 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和７年６月３０日をもって任期満了となる不当要求行為等・公益通報委員会委員の後

任として、新たに内田一郎氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したいので、

草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例第３条第３項の規定により、議会の

同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  草加市○○○○○○○○○○○○○○○ 

氏  名  内 田 一 郎 

生年月日   昭和○○年○月○○日（○○歳）  

学  歴  平成１９年 ３月  獨協大学法科大学院修了 

職 歴 等    平成 元年 ４月  松並会計事務所入所 

      平成 ５年 ７月  有限会社内田商店設立、現在に至る。 

      平成 ６年１１月  松並会計事務所退職 

      平成２０年１１月  司法修習生採用 

      平成２１年１２月  司法修習生修習終了 

      平成２１年１２月  弁護士登録 

      平成２１年１２月  さいたま草加法律事務所設立、現在に至る。 

      平成２９年 ４月  草加市人権推進審議会委員に就任 

      令和 ２年 ３月  同審議会委員任期満了 

      令和 ７年 ４月  さいたま家庭裁判所調停委員に就任、現在に至る。 
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第５４号議案 

 

   不当要求行為等・公益通報委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて 

 

 土屋文博氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したいので、草加市政におけ

る公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第３条第３項の規定に

より、議会の同意を求める。 

 

 住  所  川口市○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 氏  名    土
つち

 屋
や

 文
ふみ

 博
ひろ

 

 

 生年月日  昭和○○年○月○日 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 令和７年６月３０日をもって任期満了となる不当要求行為等・公益通報委員会委員の後

任として、新たに土屋文博氏を不当要求行為等・公益通報委員会委員に委嘱したいので、

草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例第３条第３項の規定により、議会の

同意を求める。 

 これがこの議案を提出する理由である。 
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  参  考  資  料  

 

経      歴 

 

住  所  川口市○○○○○○○○○○○○○○ 

氏  名  土 屋 文 博 

生年月日   昭和○○年○月○日（○○歳）  

学  歴  平成２３年 ７月  筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士前期課程修了 

職 歴 等    平成１５年 ４月  司法修習生採用 

      平成１６年 ９月  司法修習生修習終了 

      平成１６年 ９月  弁護士登録 

      平成１６年 ９月  春日部法律事務所入所 

      平成２１年 ５月  春日部警察署協議会委員に就任 

      平成２４年 ６月  春日部法律事務所退職 

      平成２４年 ６月  ユアライト総合法律事務所設立、現在に至る。 

      平成２５年 ５月  春日部警察署協議会委員任期満了 

      平成２７年 ４月  草加市消費生活審議会委員に就任、現在に至る。 

      平成２８年１１月  松伏町いじめ問題対策調査委員会委員に就任、 

                現在に至る。 

      平成３０年 ４月  埼玉弁護士会越谷支部副支部長に就任 

      平成３０年 ４月  同弁護士会常議員に就任 

      平成３１年 ３月  同弁護士会越谷支部副支部長任期満了 

      平成３１年 ３月  同弁護士会常議員任期満了 

      令和 ２年 ４月  同弁護士会越谷支部副支部長に就任 

      令和 ２年 ４月  同弁護士会常議員に就任 

      令和 ３年 ３月  同弁護士会越谷支部副支部長任期満了 

      令和 ３年 ３月  同弁護士会常議員任期満了 

      令和 ４年 ４月  同弁護士会越谷支部支部長に就任 

      令和 ４年 ４月  同弁護士会常議員に就任 

      令和 ５年 ３月  同弁護士会越谷支部支部長任期満了 
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      令和 ５年 ３月  同弁護士会常議員任期満了 

      令和 ６年 ４月  社会福祉法人越谷市社会福祉協議会成年後見センター 

                ケース検討会議委員就任、現在に至る。 

 



 

 

 

令  和  ７  年  

 

 

草加市議会６月定例会報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草      加      市  
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第５号報告 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子    
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専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市は、草加市道の管理瑕疵により生じた事故の損害賠償の額を次のとおり定めるも

のとする。 

 

１ 損害賠償の額  ７，８００円 

          内訳 人身損害賠償の額 ５，７２０円 

             物件損害賠償の額 ２，０８０円 

             （道路賠償責任保険により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  草加市○○○○○○○○ 

  氏 名  ○ ○ ○ ○ 

３ 事故の概要 

 令和６年１１月２７日午後５時頃、○○○○氏が草加市谷塚上町９０番地２地先の市

道２１０１号線を自転車で走行中、舗装の穴に車輪をとられて転倒し、同氏が負傷する

とともに自転車を損傷した。  
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専 決 処 分 理 由 

 

 草加市谷塚上町９０番地２地先において発生した事故に対し、その損害を賠償する必要

を認めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和７年３月２８日 

 

草加市長 瀨 戸 百合子    
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第６号報告 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子    
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専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された事項について専決処分する。 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 草加市は、草加市道の管理瑕疵により生じた事故の損害賠償の額を次のとおり定めるも

のとする。 

 

１ 損害賠償の額  １５，０００円 

          内訳 物件損害賠償の額 １５，０００円 

             （道路賠償責任保険により全額補填） 

２ 損害賠償の相手方 

  住 所  草加市○○○○○○○○○○○ 

  氏 名  ○ ○ ○ ○ 

３ 事故の概要 

 令和７年３月２６日午後７時３０分頃、○○○○氏が草加市新里町６番地１地先の市

道２１０１号線を原動機付自転車で走行中、舗装の穴の上を通行し、原動機付自転車を

損傷した。  
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専 決 処 分 理 由 

 

 草加市新里町６番地１地先において発生した事故に対し、その損害を賠償する必要を認

めた。 

 したがって、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定された

事項について専決処分する。 

 

   令和７年５月８日 

 

草加市長 瀨 戸 百合子    
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第７号報告 

 

令和６年度草加市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、令和６

年度草加市一般会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子



  

- 10
 
- 
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第８号報告 

 

令和６年度草加市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和６

年度草加市一般会計繰越明許費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子



  

- 12
 
- 



  

- 13
 
- 



  

- 14
 
- 
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第９号報告 

 

令和６年度草加市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和６年度草加市一般会計事故繰越し繰越計算書につい

て、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 



  

- 16
 
- 
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第１０号報告 

 

令和６年度草加市駐車場事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について    

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和６

年度草加市駐車場事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 



  

- 18
 
- 
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第１１号報告 

 

令和６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和６

年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 

 



  

- 20
 
- 



  - 21 - 

第１２号報告 

 

令和６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計事故繰

越し繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事

業特別会計事故繰越し繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
 

 

 



  

- 22
 
- 
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第１３号報告 

 

令和６年度草加市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定により、

令和６年度草加市水道事業会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
 

 

 



  

- 24
 
- 
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第１４号報告 

 

令和６年度草加市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和６年

度草加市水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子



  

- 26
 
- 
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第１５号報告 

 

令和６年度草加市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和６年

度草加市公共下水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告する。 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
 



  

- 28
 
- 

 



  

- 29
 
- 

 



  

- 30
 
- 
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第１６号報告 

 

令和６年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書の提出につ

いて 

 

 令和６年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和６年度草加市土地開発公社事業報告書及び事業会計決算書 別添 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第１７号報告 

 

令和６年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書の提出

について 

 

 令和６年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和６年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業報告書及び決算書 別添 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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第１８号報告 

 

令和６年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書の提出につ

いて 

 

 令和６年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、次のとおり提出する。 

 

令和６年度公益財団法人草加市文化協会事業報告書及び決算書 別添 

 

   令和７年６月５日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子    

                          

                          


